
（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター

確認検査申請手数料　

● 下表の対象地域の場合は割増手数料を、各検査・仮使用認定申請手数料に加算いたします。

適合証明（フラット35）現場検査、建設住宅性能評価等の検査を同時に行う場合は、中間検査または完了検査申請手数料に

上記金額を加算します。

建築物と同時に工作物または昇降機の検査を行う場合は、建築物の検査申請のみに割増手数料を加算します。

同一敷地内で同日に連続して複数の工作物または昇降機の検査を行う場合は、1つの検査申請のみに割増手数料を加算します。

同一団地内で同日に連続して複数の住宅の検査を行う場合は、1つの検査申請のみに割増手数料を加算します。

但し、申請者の都合により別々の検査に変更となった場合は除く。

※地域別割増手数料も含む各申請の手数料は非課税となります。

※２．

※３．

※４．

Ｃ地域 20,000円 横浜市、川崎市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

割増手数料 対象地域（神奈川県）

※1．

検査・仮使用認定申請手数料

10,000円
平塚市、秦野市、伊勢原市、二宮町、大磯町、中井町、松田町、大井町、開
成町

15,000円 
厚木市、藤沢市、茅ヶ崎市、相模原市、海老名市、大和市、綾瀬市、座間市、
寒川町、愛川町、清川村

地域区分

Ｂ地域

Ａ地域
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神奈川県 版 

Ｂ地域 

Ａ地域 

Ｃ地域 

割増手数料なし 

http://www.shizuoka-kjm.or.jp/　


